
森の里小学校避難所運営委員会要綱 
１ 本会の名称 

「厚木市立森の里小学校避難所運営委員会」と称する。 

２ 本会設置の目的 

大災害（地震等）が発生した場合、厚木市立森の里小学校は指定避難所としての

役割を果たす。本会は、厚木市地域防災計画避難所運営の趣旨に従い、指定避難所

の円滑な運営を図っていくことを目的に設置する。 

３ 本会の構成員 

⑴ 地 区 …… 森の里地区自主防災隊長 

森の里地区防災指導員 

森の里地区防災推進委員 

その他自治会推薦者 

⑵ 市役所 …… 地区担当班職員（避難所班担当職員） 

⑶ 学 校 …… 教頭、ＰＴ：会長、等 

４ 本会の役員 

本会には次の役員を置く。 

委員長 １名、 副委員長 ２名、 庶務 ３名、 班長 ７名 

５ 役員の選出 

役員の選出は構成員の互選による。 

６ 役員の職務 

⑴ 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。 

⑵ 副委員長は、委員長を補佐し委員長不在のときはその職務を代行する。 

⑶ 庶務は、記録、通知、会計等の事務を掌る。 

⑷ 班長は、班を総括する。 

７ 本会の事務局 

本会の事務局を委員長宅に置く。 

８ 本会の活動 

本会は、避難所開設時における運営活動とともに、次の事項について協議し活動

する。 

⑴ 運営マニュアル作成に関すること。 

⑵ 情報交換、連絡体制に関すること。 

⑶ 避難所に必要な資機材等備蓄物資の維持管理に関すること。 

⑷ 訓練に関すること。 

⑸ その他、本会の目的の達成に必要な活動 

９ 本会の組織と役割 

運営委員会─委 員 長─副 委 員 長┬庶   務 

  ┌────────────────┘  

├総 務 班 渉外、安全・警備対策、ボランティアの受入・配置 

│      （総務部長、班長） 

├営 繕 班 仮設トイレ等の設置、清掃・ゴミ処理 

│      （環境衛生部長、班長） 



├避難住民班 避難者の受入、避難者名簿の作成、安否情報、相談窓口 

│      （交通防犯防災部長、班長） 

├情報広報班 安否情報・被害情報・生活関連情報等提供、臨時電話開設 

│      （広報部長、班長） 

├食料物資班 食料・飲料水・生活必需物資の確保と配給、炊き出しの実施 

│      （福利厚生部長、班長） 

├保健救護班 負傷者の救護、衛星管理、災害弱者対応、医療救護所支援 

│      （交通防犯防災部長（副会長兼務者）、班長） 

└学校援助班 避難児童生徒の援助、授業再開支援 

（副会長、班長） 


